
第２章 市町村における津波避難計画策定指針 

２．１ 目的等 

１ 指針の目的 

津波による人的被害を軽減するためには、住民等一人ひとりの主体的な避難行動が基本とな

る。津波避難対策は「主体的な避難行動の徹底」、「避難行動を促す情報の確実な伝達」、「より

安全な避難場所の確保」、「安全に避難するための計画の策定」及び「主体的な行動を取る姿勢

を醸成する防災教育等の推進」を着実に進める必要がある。 

この指針は、市町村が津波避難計画を策定するために、都道府県が市町村に対して示す指針

の参考とするためのものである。 

２ 津波避難計画を策定する必要がある地方公共団体 

津波避難計画を策定する必要がある地域は、海岸線等（津波の遡上が予想される河川の流域

等も含む）を有する全ての市町村とする。 

３  津波避難計画の範囲 

この指針で定める津波避難計画は、地震・津波発生直後から津波が終息するまでの概ね数時

間～十数時間の間、住民等の生命、身体の安全を確保するための避難対策に資するものである。 

４  津波避難計画の定期的かつ継続的な見直し 

各市町村や地域で作成する津波避難計画は、津波避難訓練で明らかになった課題や、津波防

災対策の実施や社会条件の変化に応じて、定期的かつ継続的に見直しを行うことが必要であ

る。 

５  津波避難計画で対象とする津波 

津波避難計画で対象とする津波は、必要に応じ、最大クラスの津波に限らず、当該地域の施

設整備の状況や地域特性等を踏まえて選択した津波を対象とする。 

６  地域一体となった対策の推進 

地域の地形・環境、津波浸水想定・津波到達時間、都市・集落の構造等地域の特性に応じ、

地域住民の意向も踏まえ、まちづくりと一体となった検討の上で、それぞれの地域にふさわし

い対策を構築し、地域一体となって対策を推進することが重要である。 

７  津波避難計画において定める必要がある事項 

津波避難計画において定める必要がある事項は次のとおりであり、津波避難計画策定のフロ

ーは別添１、津波避難計画の概念図は別添２のとおりである。 

本指針では、このフローに沿って各事項を検討する際に留意すべき事項を示す。 

１津波浸水想定区域図 ① 最大クラスの津波の設定 

② 計算条件の設定（断層モデルの設定等） 

③ 津波浸水シミュレーションの実施 

④ 津波浸水想定（浸水の区域及び水深）の設定 

⑤ 津波到達予想時間の想定 

２避難対象地域 １津波浸水想定区域図に基づき避難対象地域を指定 

３避難困難地域 予想される津波の到達時間までに避難が困難な地域の抽出 

４緊急避難場所等、避難路等  緊急避難場所・津波避難ビル、避難路・避難経路の指定・

設定 

５初動体制 職員の参集基準、参集連絡手段等の明確化 
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６避難誘導等に従事する者の安

全確保 

退避ルールの確立、情報伝達手段の整備 

７津波情報の収集、伝達 大津波警報・津波警報、津波注意報、津波情報の収集伝達

手段・体制等 

８避難指示、勧告の発令 避難指示、勧告の発令の基準、手順、手段等 

９津波対策の教育・啓発 津波避難計画・ハザードマップ等の周知、津波の知識の教

育・啓発の方法、手段等 

10避難訓練 避難訓練の実施体制、内容等 

11その他の留意点 観光客、海水浴客、釣り客等の避難対策、災害時要援護者

の避難対策 

 

８ 用語の意味 

第２章及び第３章で用いる用語の意味等は次のとおりとする。 

用  語 
用語の意味等 

第２章 第３章 

津波浸水想定

区域 

最大クラスの津波が悪条件下を前提に発生したときの浸水の区域及び水深

をいう。 

避難対象地域 津波が発生した場合に避難が必要な地域で、津波浸水想定区域に基づき市町

村が指定する。安全性の確保、円滑な避難等を考慮して、津波浸水想定区域

よりも広い範囲で指定する。 

避難困難地域 津波の到達時間までに、避難対象地域の外（避難の必要がない安全な地域）

に避難することが困難な地域をいう。 

避難路 避難する場合の道路で、市町村が指定に努める。 避難路及び避難経路

を総称して、「避難経

路等」と表す。 

避難経路 避難する場合の経路で、自主防災組織、住民等が設定

する。 

緊急避難場所 津波の危険から緊急に避難するための高台や施設な

どをいう。原則として避難対象地域の外に定める。市

町村が指定に努めるもので、情報機器、非常食料、毛

布等が整備されていることが望ましいが、命を守るこ

とを優先するため「避難所」とは異なりそれらが整備

されていないこともあり得る。 緊急避難場所、避難

目標地点及び津波避

難ビルを総称して、

「避難先」と表す。 

避難目標地点 津波の危険から避難するために、避難対象地域の外に

定める場所をいう。自主防災組織、住民等が設定する

もので、とりあえず生命の安全を確保するために避難

の目標とする地点をいう。必ずしも緊急避難場所とは

一致しない。 

津波避難ビル 避難困難地域の避難者や逃げ遅れた避難者が緊急に

避難する建物をいう。避難対象地域内の建物を市町村

が指定する。 

避難所 住宅が損壊した被災者等が仮設住宅などに移転できるまでの間や比較的長

期にわたって避難する施設。市町村が避難対象地域の外に指定するもので、

食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等が整

備されていることが望ましい。 
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別添１ 

津波避難計画策定のフロー図 

  

ＹＥＳ
ＮＯ

※津波浸水想定の設定にあたっては、国土交通省水
管理・国土保全局海岸室作成の「津波浸水想定の設
定の手引き」を参照のこと。

都
道
府
県
実
施

津波浸水想定区域の設定・市町村における津波避難計画策定指針の策定

市
町
村
実
施

陸上への遡上により住民の

生命・財産の被害がある

住民等参画

観光客、海水浴客、釣り

人、港湾事業者、漁業者

等に対する対策の検討

・緊急避難場

所に係る安全

度・危険度の

明示

・より安全な所

へ避難するこ

とに係る普及

啓発

・地域ごとの

ワークショップ

などで、他に緊

急避難場所等

がないかを検

討

・津波避難タ

ワーや人工的

な高台の造成

などの検討

市町村が考えた

安全な緊急避難場所がある

緊急避難場所等（避難ビル）の設定・指定

市町村が考えた

安全な避難路がある

避難路・避難経路の指定・設定

津波避難計画策定、ハザードマップ等の作成・周知

訓練等による確認、見直しの実施

大津波警報、津波警報、津波注意報が発表された場合

の津波避難対策の検討

① 初動体制

② 避難誘導等に従事する者の

安全の確保

③ 津波情報の収集・伝達

④ 避難指示等の発令

⑤ 平常時の津波防災教育・啓発

⑥ 避難訓練

⑦ その他の留意点（観光客・海

水浴客等の避難対策、災害時

要援護者の避難対策）

避難困難地域の抽出

避難対象地域の指定

避難困難地域抽出

避
難
可
能
距
離
の
想
定

避
難
路
・
避
難
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路
の
想
定

避
難
目
標
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想
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想
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間
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